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１
０
０
歳
、
白
寿
、
米
寿
、

喜
寿
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん

へ
、
町
か
ら
祝
品
を
贈
呈
い
た

し
ま
し
た
。
今
年
度
白
寿
を
迎

え
ら
れ
た
１
名
、
米
寿
を
迎
え

ら
れ
た
33
名
、
喜
寿
を
迎
え
ら

れ
た
１
０
３
名
の
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
の
世
帯
を
訪
れ
、
祝
品

が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
１
０
０
歳
を
迎
え
ら

れ
た
、
檜
垣
キ
ヨ
子
さ
ん
（
共

立
）
に
は
、
祝
金
も
贈
ら
れ
ま

し
た
。

　

現
在
佐
呂
間
町
に
は
、

１
０
０
歳
を
越
え
る
方
が
４
名

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
本
町
に

お
い
て
は
、
世
間
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
今
後
も
高
齢
者
の

方
の
現
状
把
握
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

鈴木　テル　さん

縄　　いはのさん

橘井　キヌ子さん

檜垣　キヨ子さん

氏　名

１０１歳

１０１歳

１００歳

１００歳

満年齢

栃木６２９・２

富武士３０３

永代町１７７・１０

共立２８９

住　所

現在１００歳以上の方々　これからもお元気に !!

１００歳祝　檜垣キヨ子さん（共立）

　

こ
の
た
び
、
佐
呂
間
町
総
合

計
画
策
定
審
議
会
か
ら
、
第
４

期
佐
呂
間
町
総
合
計
画
が
答
申

さ
れ
ま
し
た
。

　

佐
呂
間
町
総
合
計
画
に
つ
い

て
は
、
平
成
20
年
11
月
５
日
に

町
長
か
ら
当
策
定
審
議
会
に
諮

問
さ
れ
、
足
掛
け
３
年
に
わ
た

る
策
定
作
業
を
終
え
、
去
る
８

月
23
日
、
策
定
審
議
会
の
関
東

会
長
か
ら
町
長
に
最
終
答
申
が

手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
４
期
佐
呂
間
町
総
合
計
画

は
、「
基
本
構
想
」
と
「
基
本

計
画
」
で
構
成
さ
れ
、
計
画
の

タ
イ
ト
ル
を
『
青
い
湖
と
緑
の

大
地
・
人
が
輝
く
未
来
の
サ
ロ

マ
』
と
し
、
町
民
と
行
政
に
よ

る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
こ
と
を
目
標
と
し
た
計
画
と

な
り
ま
し
た
。

　

総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

は
、
35
名
の
委
員
か
ら
な
る
審

議
会
を
専
門
部
会
ご
と
に
分

け
、
町
民
意
向
調
査
を
は
じ
め

と
し
、
町
民
み
な
さ
ま
の
意
向

を
計
画
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努

め
て
き
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
審
議
会
に
お
け
る

議
論
を
踏
ま
え
、
９
月
14
日
か

ら
開
会
さ
れ
ま
し
た
佐
呂
間
町

議
会
第
３
回
定
例
会
に
議
案
と

し
て
提
案
し
、
平
成
23
年
４
月

の
ス
タ
ー
ト
を
め
ざ
し
、
審
議

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。



広報サロマ
2010.10 5

　１０月１日に運行が開始された〝佐呂間町ふれあいバス〟。住民の皆さんにとってまだまだわからない

こと、不安に思うことが多いのではないでしょうか。「フリー乗降って、どこから乗ればいいの？」「本当

にどこでも降りられるの？」など、ふれあいバスについての質問、相談に応じるため〝ふれあいバス運行室〟

を設置しました。そのため８月に配布した、ふれあいバスの冊子では、町内路線については教育委員会管

理課、町外路線は町民課と担当課が分かれていましたが、ふれあいバス運行室に一本化されました。ふれ

あいバスのことなら何でもお応えします !! また、ふれあいバスにつきましては、運行にともない説明会

など住民の皆さんへの周知を行なって参りましたが、今後もより良いバスの運行のため、乗降に関するルー

ルなど変更されることが予想されます。住民の皆さんにはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが

ご理解、ご協力をお願いいたします。

　９月広報で折込しました「町内・町外路線の乗降について」に記載されているように、フリー乗降区間
であってもカーブや、見通しの悪い危険箇所では乗降できません。また、市街地においては交通量も多い
ため停留所での乗降をお願いいたします。

　町内路線全線佐呂間厚生病院、小田医院前での乗降は〝登校便〟でのみ可能となります。下校便以降、
老人福祉センターなど最寄の停留所より乗降をお願いいたします。

職　名 氏　名 発令事項

ふれあいバス運行室設置等にともなう分掌異動
平成 22年９月 10日付

ふれあいバスに関するお問い合わせ

佐呂間町役場町民課内
　　『ふれあいバス運行室』
                                           Tel     ２・１２１３
                                           Fax    ２・３３６８　
                                     お気軽にお尋ねください。

　

平
成
22
年
９
月
９
日
付
け

で
、岩
館
武
氏（
浜
佐
呂
間
）が
、

北
海
道
社
会
貢
献
賞
（
社
会
事

業
関
係
功
労
者
）
を
受
章
さ
れ

ま
し
た
。

　

岩
館
氏
は
、
昭
和
55
年
か
ら

平
成
元
年
ま
で
、
平
成
７
年
か

ら
現
在
も
民
生
委
員
児
童
委
員

を
務
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

平
成
16
年
か
ら
現
在
も
町
社
協

理
事
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

社
会
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
年

数
は
延
べ
23
年
６
ヶ
月
に
及

び
、
永
年
に
わ
た
り
現
在
も
地

域
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。

技　師 式地　勝美 ふれあいバス運行室長兼務を命ずる

主　事 林　　洋樹
経済課水産係長を解きふれあいバス運
行室次長を命ずる

主　事 佐藤　剛一
ふれあいバス運行室運行係長兼務を命
ずる

主　事 渡辺　憲治
企画財政課企画係主査兼計画係主査を
解き経済課水産係長を命ずる

主　事 西村　真紀
町民課戸籍年金係を解き企画財政課企
画係兼計画係を命ずる

主　事 佐々木　崇 ふれあいバス運行室運行係兼務を命ずる



広報サロマ
2010.10 6

　

都
道
府
県
や
市
町
村
な
ど
の
地

方
公
共
団
体
の
財
政
を
適
正
に
運

営
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
地

方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に

関
す
る
法
律
（
健
全
化
法
）」
が

平
成
19
年
６
月
に
公
布
さ
れ
、
各

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
指
標
に
つ
い

て
、
議
会
へ
報
告
す
る
と
と
も
に

住
民
の
み
な
さ
ん
へ
公
表
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
平
成
21
年
度
決
算
に
基

づ
く
財
政
健
全
化
の
指
標
と
し
て

「
実
質
赤
字
比
率
」「
連
結
実
質
赤

字
比
率
」「
実
質
公
債
費
比
率
」「
将

来
負
担
比
率
」
の
４
指
標
及
び
公

営
企
業
会
計
に
係
る
「
資
金
不
足

比
率
」
を
公
表
い
た
し
ま
す
。

　　

財
政
健
全
化
比
率
と
は
、
先
述

し
た
４
つ
の
指
標
と
、「
公
営
企

業
会
計
の
「
資
金
不
足
比
率
」
か

ら
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
が

健
全
か
危
険
な
の
か
、
ま
た
、
危

険
な
ら
ば
ど
の
程
度
危
険
な
状
態

な
の
か
判
断
す
る
も
の
で
す
。

①
【
実
質
赤
字
比
率
】
と
は
？

　

み
な
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ

い
た
〝
町
税
〞
や
国
か
ら
交
付
さ

れ
る
〝
地
方
交
付
税
〞
な
ど
の
ま

ち
の
主
な
財
源
（
一
般
財
源
）
と

し
て
、
福
祉
や
教
育
、
ま
ち
づ
く

り
な
ど
、
そ
の
ま
ち
の
中
心
的
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
う
会
計
を

「
一
般
会
計
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の

「
一
般
会
計
」
の
赤
字
の
程
度
を
指

標
化
し
、
財
政
運
営
の
深
刻
度
を

示
す
の
が「
実
質
赤
字
比
率
」で
す
。

②
【
連
結
実
質
赤
字
比
率
】
と
は
？

　

ま
ち
の
会
計
は
、
福
祉
や
教
育

な
ど
の
中
心
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
行
な
う
「
一
般
会
計
」
の
ほ
か
、

料
金
収
入
な
ど
特
定
の
収
入
を
主

な
財
源
と
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

行
な
う
「
公
営
企
業
会
計
」
な
ど

複
数
の
会
計
に
分
か
れ
て
い
ま
す

が
、
ま
ち
全
体
と
し
て
は
「
１
つ

の
法
人
』
で
す
の
で
、
一
般
会
計

が
黒
字
で
あ
っ
て
も
他
の
会
計
に

多
く
の
赤
字
が
あ
れ
ば
、
そ
の
ま

ち
全
体
の
財
政
状
況
は
決
し
て
良

好
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
の
黒
字
額
と
赤

字
額
を
合
算
し
、
通
常
収
入
さ
れ

る
と
見
込
ま
れ
る
経
常
的
な
一
般

財
源
の
規
模
（
標
準
財
政
規
模
）

と
比
較
し
て
、
ま
ち
全
体
の
資
金

不
足
の
程
度
を
指
標
化
し
た
も
の

が
「
連
結
実
質
赤
字
比
率
」
で
す
。

③
【
実
質
公
債
費
比
率
】

　

ま
ち
が
政
府
や
銀
行
か
ら
年
度

を
越
え
て
借
り
入
れ
る
長
期
の
借

金
を
「
地
方
債
」
と
い
い
、
こ
の

元
金
及
び
利
息
の
支
払
い
を
「
公

債
費
」
と
い
い
ま
す
が
、
一
般
会

計
の
公
債
費
は
、
当
然
一
般
会
計

の
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
以

外
に
公
債
費
に
準
じ
る
経
費
と
し

て
、
公
営
企
業
会
計
の
公
債
費
に

充
て
る
た
め
に
一
般
会
計
か
ら
繰

り
出
す
経
費
、
ま
た
、
ご
み
処
理

施
設
な
ど
、
近
隣
市
町
村
と
の
広

域
組
合
に
よ
り
実
施
す
る
事
業
の

地
方
債
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ま
ち
の
一
般
会
計
が
負
担
す
る
経

費
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
公
債
費
に
準
じ
る

も
の
と
さ
れ
る
経
費
も
一
般
会
計

の
公
債
費
に
加
算
し
、
実
質
的
な

公
債
費
を
算
出
の
上
、
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
比
率
の
３
ヵ
年
平

均
を
指
標
化
す
る
も
の
で
、
資
金

繰
り
の
危
険
度
を
示
す
の
が
「
実

質
公
債
費
比
率
」
で
す
。
こ
の
指

標
が
18
％
を
超
え
る
と
借
り
入
れ

を
す
る
た
め
に
国
の
許
可
が
必
要

と
な
り
、
25
％
を
超
え
る
と
単
独

事
業
に
係
る
借
り
入
れ
が
制
限
さ

れ
ま
す
。

④
【
将
来
負
担
比
率
】

　

ま
ち
の
一
般
会
計
が
将
来
支

払
っ
て
い
く
負
債
に
は
、
一
般
会

計
の
地
方
債
の
ほ
か
、
契
約
等
に

よ
り
将
来
の
支
払
い
を
約
束
し
た

も
の
（
債
務
負
担
行
為
）、
公
営

企
業
会
計
の
地
方
債
の
う
ち
一
般

会
計
が
負
担
す
る
も
の
、
広
域
組

合
の
地
方
債
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ま
ち
の
一
般
会
計
が
負
担
す
べ

き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
う

し
た
将
来
見
込
ま
れ
る
す
べ
て
の

負
担
を
含
め
、
現
時
点
で
想
定
さ

れ
る
将
来
の
負
担
額
を
標
準
財
政

規
模
と
比
較
し
て
指
標
化
す
る
も

の
で
、
将
来
の
財
政
を
圧
迫
す
る

可
能
性
が
高
い
か
ど
う
か
を
示
す

の
が
「
将
来
負
担
比
率
」
で
す
。

こ
の
比
率
が
高
い
場
合
、
将
来
の

財
政
に
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が

高
く
な
り
ま
す
。

　

指
標
の
う
ち
１
つ
で
も
早
期
健

全
化
基
準
を
超
え
た
場
合
は
「
財

政
健
全
化
計
画
」
を
策
定
し
、
議
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会
の
議
決
を
え
て
、
自
主
的
な
改

善
に
よ
る
財
政
の
健
全
化
を
図
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
将
来
負
担
比
率
を
除
く

３
指
標
の
う
ち
１
つ
で
も
財
政
再

生
基
準
を
超
え
る
指
標
が
あ
れ

ば
「
財
政
再
生
計
画
」
を
策
定
し
、

議
会
の
議
決
を
え
た
の
ち
、
総
務

大
臣
へ
の
協
議
・
同
意
が
必
要
と

な
り
、
確
実
な
再
生
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
国
の
管
理
化
の
も
と

で
非
常
に
厳
し
い
行
財
政
運
営
が

強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
は
、
算
定
の
結
果
、

い
ず
れ
の
指
標
に
つ
い
て
も
早
期

健
全
化
基
準
を
下
回
る
見
込
み
と

な
り
ま
し
た
。（
表
１
）

①
実
質
赤
字
比
率

　

赤
字
額
は
生
じ
て
お
ら
ず
、
黒

字
の
５
・
63
％
（
20
年
度
黒
字
の

４
・
51
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

各
会
計
と
も
黒
字
の
た
め
赤
字

額
は
生
じ
て
お
ら
ず
、
黒
字
の
８
・

31
％
（
20
年
度
７
・
00
％
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

③
実
質
公
債
費
比
率

　

12
・
１
％
（
20
年
度
12
・
７
％
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
将
来
負
担
比
率

　

将
来
負
担
額
に
対
し
て
控
除
で

き
る
基
金
の
額
や
地
方
債
残
高
に

係
る
地
方
交
付
税
措
置
額
の
合
計

が
大
き
い
た
め
、
マ
イ
ナ
ス
と
な

る
こ
と
か
ら
将
来
負
担
比
率
は
生

じ
て
お
ら
ず
、
黒
字
の
５
・
32
％

（
20
年
度
黒
字
の
23
・
８
％
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。

※各指標とも比率がない場合は「－」と記載することとされています

が ､参考までに実際の指標について【　】内に示しています。

　

平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
く
各

公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
比
率

は
、
算
定
の
結
果
実
質
的
な
資
金

不
足
額
が
生
じ
て
お
ら
ず
、
経
営

健
全
化
基
準
を
下
回
る
見
込
み

と
な
り
ま
し
た
。（
表
２
）.

資
金

不
足
比
率
が
経
営
健
全
化
基
準

（
20
％
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、「
経

営
健
全
化
計
画
」
を
策
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
公
営
企
業
は
、

す
べ
て
の
住
民
の
方
が
同
じ
量
の

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
事

業
と
は
別
に
、
特
定
の
方
が
受
け

ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
方
が
費
用
を

負
担
す
る
こ
と
が
公
平
と
さ
れ
て

い
る
事
業
を
指
し
ま
す
が
、
本
町

で
は
「
簡
易
水
道
特
別
会
計
」
と

「
公
共
下
水
道
特
別
会
計
」
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
公
営

企
業
の
事
業
規
模
で
あ
る
料
金
収

入
の
規
模
と
比
較
し
て
指
標
化

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

平成 21 年度
決　　　算

早期健全化
基　　　準

財 政 再 生
基　　　準

２０. ０

４０. ０

３５. ０

基準なし

１５. ０

２０. ０

２５. ０

３５０. ０

　　－
【黒字の5.63】

　　－
【黒字の8.31】

　　－
【黒字の5.32】

１２. １

指標名

①

②

③

④

特別会計の名称

簡易水道特別会計

公共下水道特別会計

経営健全化基準

２０. ０％

２０. ０％

資金不足比率

　　－

　　－

し
、
経
営
状
況
の
深
刻
度
を
示
す

の
が
「
資
金
不
足
比
率
」
で
す
。

　

公
営
企
業
の
資
金
不
足
額
を
計

算
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、

施
設
の
耐
用
年
数
は
、
施
設
整
備

の
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の

償
還
期
間
よ
り
長
い
た
め
、
当
初

は
資
金
不
足
で
も
地
方
債
の
償
還

が
終
わ
っ
た
後
は
解
消
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
こ
と
や
、
下
水
道
事
業

で
は
、
各
家
庭
に
下
水
道
が
整
備

さ
れ
る
前
に
処
理
施
設
を
建
設
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
予
定
し
て

い
た
下
水
道
料
金
が
納
め
ら
れ
る

ま
で
は
資
金
不
足
と
な
る
も
の
の
、

後
の
料
金
収
入
等
で
解
消
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
よ
う
に
、
将
来
の
料
金
収

入
等
で
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
範
囲
の
資
金
不
足
分
を
差
し
引

い
て
資
金
不
足
額
を
算
出
し
、
事
業

規
模
と
比
較
し
て
指
標
化
す
る
も
の

で
、
こ
の
比
率
が
高
く
な
る
ほ
ど
料

金
収
入
等
で
資
金
不
足
を
解
消
す
る

こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
公

営
企
業
と
し
て
経
営
に
問
題
が
あ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
平
成
21
年
度
に
お
け
る
資
金
不

足
比
率
は
、
資
金
不
足
が
生
じ
た

公
営
企
業
会
計
が
な
い
た
め
、
該

当
あ
り
ま
せ
ん
。

※「歳入－歳出」が黒字となり、資金不足が生じていないため、

「－」としています。


